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第１ 監査の概要 

 
１ 監査の種類  公の施設の指定管理者監査 
２ 監査の対象  財団法人 四日市市まちづくり振興事業団 
         市民文化部文化国際課（指定管理に関する事務の所管課） 
３ 事前調査期間 平成２２年１月７日 
４ 監査期間   平成２２年２月２日 
５ 監査対象年度 平成２０年度 
６ 監査対象事項 出納その他の事務 
７ 監査の方法  四日市市文化会館及び茶室「泗翠庵」の指定管理者である財団法人 四日市

市まちづくり振興事業団に対して、公の施設に係る平成２０年度における出納

その他の事務の執行状況について、関係資料の提出を求め、担当者から説明を

聴取し、諸帳簿等について調査・確認するとともに、条例及び協定書等に沿っ

て適正な管理が行われているかどうかに主眼をおいて監査を実施した。 
         また、所管課に対しては、指定管理者への指導監督が適切に行われているか

どうかに主眼をおいて監査を実施した。 
 
第２ 監査対象の概要 

 
１ 指定管理者の概要 

  名 称  財団法人 四日市市まちづくり振興事業団 
  代表者  理事長 小菅 弘正 
  住 所  四日市市本町９番８号 

 
２ 指定管理の概要 

 施 設 名  四日市市文化会館、茶室「泗翠庵」 
 所 在 地  四日市市安島二丁目５番３号 
 設置年月日  昭和５７年８月１日 
 指定管理期間  平成１８年４月１日～平成２１年３月３１日 
 指定管理料  ３３６，７０８，０００円（平成２０年度） 
 指定管理に係る 
 収支状況 

 収入    ５３９，１７６，１４９円 
 支出    ４７６，３０８，２７３円 
 収支差額   ６２，８６７，８７６円 

 利用実績 
 

年間利用者数 
 四日市市文化会館 ４７７，６９２人 
 茶室「泗翠庵」   １３，１４４人 
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３ 指定管理者の業務範囲 
 【四日市市文化会館・茶室】 
  ア 施設の使用許可、特別の設備の設置許可、使用許可の取り消し、入場の制限その他使 
    用許可に関する業務 
  イ 利用料金の徴収、利用料金の減免、利用料金の還付その他利用料金に関する業務 
  ウ 施設等の維持管理に関する業務 
  エ その他事業の運営に関して市長が必要と認めた業務 
 
４ 収支状況 
 【四日市市文化会館】                         単位：円 

項   目 実施計画 (ａ) 実績額 (ｂ) 比較増減 (ｂ)－(ａ) 

事業収入 
   指定管理料収入 
   事業受託収入  
   入場料等収入 
   広告収入 
   刊行物販売収入 
   食堂使用料等収入 

 

３２７，０５９，０００ 

４，１００，０００ 

６３，１５３，０００ 

  ５，１１２，０００ 

    ５７０，０００ 

７，６２７，０００ 

 

３２７，０５９，０００ 

４，１００，０００ 

５５，３７４，１５４ 

３，４９４，０００ 

３５４，５４６ 

７，４３９，６０８ 

         ０

         ０

△７，７７８，８４６

△１，６１８，０００

△２１５，４５４

△１８７，３９２

補助金収入 ４，０２０，０００ ４，４１２，３００ ３９２，３００

寄付金収入           ０ ６２，４１４，４２７ ６２，４１４，４２７

雑収入 １９０，０００ １，０９３，８８４ ９０３，８８４

引当金取り崩し額等 ３，６００，０００ ６０，７５２，４８０ ５７，１５２，４８０

  収入 計 ４１５，４３１，０００ ５２６，４９４，３９９ １１１，０６３，３９９

人件費 ９１，４６３，０００ １０７，１４２，８７７ １５，６７９，８７７

管理費 ２８９，４４６，０００ ２６８，５６６，８４６ △２０，８７９，１５４

 交際費 ３３，０００ １１２，８３５ ７９，８３５

 通信運搬費 ２，４１９，０００ １，５６１，５１６ △８５７，４８４

 消耗什器備品費 １００，０００ ３５２，５５８ ２５２，５５８

 消耗品費 ４，９７９，０００ ４，９４９，４７１ △２９，５２９

 修繕費 １３，２８９，０００ ８，４１９，１２９ △４，８６９，８７１

 印刷製本費 ８，２０２，０００ ６，３７８，６７９ △１，８２３，３２１

 燃料費 １３６，０００ ９８，７８４ △３７，２１６

 光熱水費 ５３，０１６，０００ ４７，１８９，６７２ △５，８２６，３２８

 賃借料 １２，４８７，０００ １１，１８６，８０５ △１，３００，１９５

 保険料 ６０５，０００ ３６１，８９０ △２４３，１１０

 諸謝金 ７，５８７，０００ ７，７７０，４４１ １８３，４４１

 手数料 ２，０８１，０００ ４，１７３，７４４ ２，０９２，７４４

 委託料 １７８，９４３，０００ １７１，６８５，６９５ △７，２５７，３０５
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 広告宣伝費 ４，７０１，０００ ３，８２０，４２５ △８８０，５７５

 その他 ８６８，０００ ５０５，２０２ △３６２，７９８

一般管理費 ３４，５２２，０００ ８７，５２３，６９５ ５３，００１，６９５

  支出 計 ４１５，４３１，０００ ４６３，２３３，４１８ ４７，８０２，４１８

  収支差額           ０ ６３，２６０，９８１ ６３，２６０，９８１

 
 【茶室】                                 単位：円 

項   目 実施計画 (ａ) 実績額 (ｂ) 比較増減 (ｂ)－(ａ) 

事業収入 
   指定管理料収入 
   茶室収入 

９，６４９，０００

２，５５４，０００

 

９，６４９，０００ 

３，０３２，７５０ 

          ０ 

４７８，７５０

  収入 計  １２，２０３，０００ １２，６８１，７５０ ４７８，７５０

人件費 ４，７９４，０００ ４，３６０，６６７ △４３３，３３３

管理費 ７，４０９，０００ ８，７１４，１８８ １，３０５，１８８

 通信運搬費 ５４，０００ ５８，１３８ ４，１３８

 消耗什器備品費 ２８，０００         ０ △２８，０００

 消耗品費 １，７３０，０００ ２，００９，７１２ ２７９，７１２

 修繕費 ２１５，０００ ７５５，５２１ ５４０，５２１

 印刷製本費 ２６１，０００ ３１３，５２０ ５２，５２０

 光熱水費 １，１４５，０００ １，４４３，０２７ ２９８，０２７

 賃借料 ７９８，０００ ７９７，４３０ △５７０ 

 保険料 ３，０００ ２，５００ △５００ 

 手数料 １５，０００ ４，１７０ △１０，８３０ 

 委託料 ３，０６４，０００ ３，２２７，０１０ １６３，０１０  

 広告宣伝費 ７６，０００ ７０，８００ △５，２００ 

 その他 ２０，０００ ３２，３６０ １２，３６０ 

  支出 計 １２，２０３，０００ １３，０７４，８５５ ８７１，８５５  

  収支差額          ０ △３９３，１０５ △３９３，１０５ 

 

第３ 監査結果 

 
   監査の対象とした四日市市文化会館及び茶室「泗翠庵」の指定管理者：財団法人 四日市

市まちづくり振興事業団に対する公の施設の管理に係る平成２０年度における出納その他の

事務の執行状況及び同団体に対する所管課の指導状況等について監査した結果、次のとおり

改善又は検討を要する事項が多く見受けられた。今後の事務執行にあたっては、これらに十

分留意するとともに、改善等を要するものについては、その措置を講じるよう要望する。 
   なお、改善の措置を講じられたときは、遅滞なく通知されたい。 
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１ 指摘事項 

 
【（財）四日市市まちづくり振興事業団】 
（１）管理備品の適正管理について 
   基本協定書第３０条では、管理備品については常に良好な状態に保たなければならないと

規定されているが、収蔵庫における管理備品の保管状況の実査を行ったところ、備品と機材

が区別なく雑然と収納されていた。すべての施設備品は、市民からの預かり品であり、その

一品たりとも紛失・盗難・破損・劣化などは絶対にさせてはならない。その保全・管理は重

大な業務であることの再認識を徹底されたい。 
また、高価な絵画が物置部屋に放置されたり、電源・機械室に備品が積まれており、５Ｓ

の基本の逸脱が顕著である。早急に整理・整頓を実施され、定期的に現物と備品台帳の照合

を行う体制を整備するとともに、棚札を整備したり管理基準を定めるなど備品の適正管理を

行うよう改められたい。                       【是正改善事項】 
 

（２）備品等の引継ぎについて 
   基本協定書第４８条では、指定管理者が指定管理料で購入した備品は、基本協定の終了に

際して、四日市市に引き継ぐものとしているが、基本協定が終了した時点で、指定管理料に

より購入した備品（コインロッカー・スクリーンなど）について、備品台帳への登載など市

への引継ぎ手続きがなされていなかった。速やかに、基本協定書に基づき、所定の引継ぎ手

続きを行うなど適正な備品管理を行うよう改められたい。        【是正改善事項】 
 
（３）使用料の徴収事務について 

時間超過使用許可申請において、同一時間帯の使用許可申請書が重複して保存されていた。 
本来、取り消すべきものが未処理で残っていたものであり、今後は適切な処理を行うよう注

意されたい。                              【注意事項】 
 

（４）収納金の処理について 
   茶室「泗翠庵」の収納金の処理について、四日市市まちづくり振興事業団経理規程では 
  収納した金銭は、やむを得ない理由がある場合を除き、当日中に金融機関に預け入れること

になっているが、５日～１０日間分をまとめて振り込みの処理がなされていた。盗難・紛失

等を防止する観点から、経理規程に基づき、適正な収納金処理を行うよう改められたい。 
                                    【是正改善事項】 
 
（５）呈茶券・呈茶回数券の管理について 
 ア 茶室「泗翠庵」で販売している呈茶回数券の受払いの整理が売上伝票のみで行われていた。

呈茶回数券の受払いを明確にするため、受払簿を備え、その都度受払いを管理するとともに、

定期的に受払簿と残高の確認を行うなど適正な金券管理を行うよう改められたい。 
                       【是正改善事項】 

イ 茶室「泗翠庵」における呈茶券及び呈茶回数券の出納について、現金出納帳による出納管

理が行われていなかった。四日市市まちづくり振興事業団経理規程では、会計帳簿について
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は補助簿として現金出納帳等を整備することになっているので、現金出納帳を備え出納の都

度記録するよう改められたい。                    【是正改善事項】 
 
【文化国際課】 
（１）貸与備品の管理について 

指定管理者への貸与備品の管理については、所管課による台帳との現物照合は行われてお

らず、また、指定管理者の管理状況も適切に把握していないのが現状である。市有財産の適

切な管理の観点から、所管課職員の立会いのもとに現物照合を行うとともに、照合結果の書

面での報告を義務化するなど、所管課の積極的な関与による管理方法に改めること。  
【是正改善事項】 

 
 
２ 所 見 

 
【（財）四日市市まちづくり振興事業団】 
（１）手順書等の整備について 
   利用料金の収受を含む資金管理、備品管理、施設の巡回点検など施設の日常管理を行うに

あたり、管理業務仕様書に基づき管理運営を行っているが、業務運営上必要となる手順書等

が文書化されていない。特に、指定管理者の組織規模が大きくなればなるほど詳細な手順書

等が必要であるので、所管課とも協議のうえ、早急に手順書等の整備を検討されたい。 
                                      【検討事項】 
（２）「文化展望四日市」の在庫管理について 
   管理業務仕様書に定める文化事業において、年 1回「文化展望四日市」（ラ・ソージュ）を

発行しており、他自治体等への寄贈や書店等で販売しているが、バックナンバー本を含めて、

在庫状況の把握がなされていなかった。受払簿を作成するなど、常に在庫状況が把握できる

よう適正な在庫管理の方法を検討されたい。                【検討事項】 
    
（３）保険の付保について 
   基本協定書第８条に基づき管理する備品のなかには絵画等美術工芸品やピアノなど高価な

備品が含まれている。基本協定書第４２条では、自らのリスクに対して適切な範囲で保険を

付するものとなっているが、当該備品に対して付保がなされていないので、リスク管理の観

点から、管理備品について一定のルール化を図り、付保を検討されたい。   【検討事項】 
 
（４）施設の使用許可について 
   使用申込みが高倍率になり、文化団体等が抽選に外れて会場が確保できない状況が発生し

ている。四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例によれば、文化会館の設置目的は市

民の文化、教育、福祉等の増進に資することにあるが、使用申込みの状況をみると物品販売

目的などの使用許可も見受けられた。基本協定書に定める使用許可業務について、解釈上又

は運用上疑義が生じないよう、より明確な規定に改めるよう検討されたい。  【検討事項】 
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（５）委託契約事務のマニュアル化について 
   舞台の音響設備保守点検や照明設備保守点検など多くの委託業務契約が、専門性が高いと

か設備の設置業者であるとの理由で 1 者単独随意契約により業務委託が行われているが、舞
台音響施設の保守業務に関しては県下に複数の業者があり、他に委託可能な業者も存在する。

真に随意契約が必要な場合を除き、経済性・競争性の観点から、２者以上からの見積書を徴

するなど、常にコスト意識をもって適正な契約事務を執行できるよう、委託契約業務のマニ

ュアル化を検討されたい。                       【検討事項】 
 
 
【文化国際課】 
（１）駐車場の確保について 
   管理業務仕様書に定める駐車場管理業務について、利用者からの苦情や要望をみると、利 
用者の駐車場不足に関することが多く寄せられている。催事によっては平日夜間や土・日曜

日に敷地内や第４駐車場等が満車になる状態が発生していた。市民サービスの一層の向上を

図るため、満車時に来館者を誘導できるような周辺駐車場の確保を検討すること。 
                                    【検討事項】 

（２）月次報告書の確認について 
   基本協定書及び年度協定書に基づき、毎月、月次報告書の提出・報告を受けているが、使

用料の収入状況など業務内容等は、適切で定形の確認方法を確立していない。売上伝票と帳

簿・現預金との照合、預金残高と通帳残高との照合、貸与物品の抽出検査システムの立案を

実施するなど牽制機能の確保や新しい観点を入れた月次報告書のチェック方法を検討するこ

と。                                  【検討事項】 
 
（３）茶室「泗翠庵」の利用促進について 
   茶室「泗翠庵」については、一般利用者用の駐車場がないことに加えて、市民への PR が
不足していることが利用者の伸びない要因のひとつと考えられる。一例として駅前の市民窓

口サービスセンターで立礼席を設けるなど泗翠庵に誘導するような新しい手法を検討するな

ど、広く市民に関心をもって頂くような具体的な取り組みを検討されたい。  【検討事項】 
 
 
 


